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６ 小児救急を含む小児医療 

■ 小児救急を含む小児医療対策の推進                           

《現状と課題》 

◆ 令和２年～令和４年平均の本県の小児死亡率（15歳未満、小児千対）は0.2、乳幼

児死亡率（５歳未満、乳幼児千対）は0.5、乳児死亡率（出生千対）は2.0となってお

り、全国と比較していずれも高い状況となっています。死亡原因としては、疾患や

先天奇形、変形及び染色体異常のほか、不慮の事故等となっています。 

◆ 休日や夜間の初期救急医療体制は、休日・夜間診療所（９か所、うち、夜間実施は

４か所）や在宅当番医制（11市町）及び郡市地区医師会と救急告示病院の連携によ

る休日夜間診療（４か所）により、小児救急患者を含め対応していますが、小児科

医が常駐するのは一部のみとなっています。 

また、休日や夜間における二次・三次救急医療体制は、救急告示医療機関（33か

所）等が小児救急患者を含め対応しており、更に、県立中央病院など県内８病院で

は、「オンコール体制」※を実施しています。受診する小児救急患者のうち軽症者の

割合は依然として高く、医師の過重労働や二次・三次救急医療機関の本来業務への

支障が懸念されています。 
※ 医師が病院に待機する体制ではなく、専門的な処置が必要な場合に速やかに駆けつけ対応する体制のこと。 

◆ 日本海総合病院※及び鶴岡市立荘内病院では、夕方から準夜勤帯にかけて小児科医

が常駐しており、北村山公立病院及び公立置賜総合病院では、土日・祝祭日の日中

に小児科医が常駐する体制を整備するなど、地域の小児救急医療体制の確保に努め

ています。  

※ 令和２年 10月より一時休止している。 

◆ 小児救急における受療行動には、少子化、核家族化等に加え、保護者の専門医志

向、病院志向が影響しているとされています。これを背景に、本県では子どもの急

病時の相談に電話で応対する「小児救急電話相談（＃8000）事業」（令和５年度に開

始時刻を１時間早め、毎日18時～翌朝８時で実施）を実施し、保護者等の不安軽減

と不要不急の受診の抑制に取り組んでいます。 

◆ 小児科医数（小児科を主な診療科とする医師数）は、15歳未満人口10万人当たり

116.4人（令和２年現在）と全国平均（令和２年現在119.7人）を下回っており、ま

た、一部の休日・夜間診療所を除き、小児科医が常駐していないなど、小児科医が

不足している状況している状況です。 

◆ 出生数が減少する中において、平成23年から令和２年までの間に、小児科を標榜

している病院は３施設減少（減少率10.3％）、診療所は30施設減少（減少率20.5％）

しています。いずれも減少率は、全国（病院8.1％、診療所6.0％）を上回っていま

す。 

◆ ＮＩＣＵ（新生児集中治療管理室）については、入院の長期化などの課題が生じ

ており、ＮＩＣＵから退院するにあたり、医療的ケア児や生活の場で療養・療育が

必要な小児に対する支援が必要です。 

◆ 東日本大震災では、乳幼児等の搬送体制に関する情報が周産期医療関係者間のみ

でしか共有されなかったとの指摘ありました。一方で、熊本地震では、県災害対策

本部において県内や近隣県の周産期医療関係機関等との連携の調整を担う人材が活
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動し、スムーズな患者搬送等に有効であったと評価されており、災害時において小

児・周産期医療に関する情報収集や関係機関との調整等を行う人材の確保が求めら

れています。 

◆ 新型コロナウイルス感染症対応の教訓を踏まえた小児医療体制の確保が必要で

す。 

県内の救急告示病院等と休日･夜間診療所、在宅当番医制における救急患者数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県医療政策課調べ 

令和４年度救急告示病院（休日・夜間）救急患者内訳（年代別、入院・帰宅別） 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県医療政策課調べ 

小児救急電話相談における相談件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：県医療政策課調べ 
 ※相談時間：（～R1年 6月）19:00～22:00（R1年 7月～R5年 3月）19:00～翌 8:00（R5年 4月～）18:00～翌 8:00 
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《目指すべき方向》 

○ 小児科医の確保に努めるとともに、市町村、医師会及び医療機関との連携を図り

ながら、各地域における小児救急を含む小児医療体制の充実・強化を図ります。 

○ 急病時における保護者等の不安を軽減するため、小児救急に対する保護者等の知

識の向上や、適切な医療機関の受診を促す取組を進めます。 

○ 乳幼児等の不慮の事故を未然に防止するための啓発を行います。 

○ ＮＩＣＵ等で療養中の医療的ケア児や小児が生活の場で療養・療育できるよう支

援を実施します。 

○ 災害時や新興感染症の発生・まん延時に備え、県対策本部等に小児医療に特化し

調整を担う人材を配置します。 

 

目 標 値 

項 目 現 状 
2024 

（R６） 

2025 

（R７） 

2026 

（R８） 

2027 

（R９） 

2028 

（R10） 

2029 

（R11） 

小児救急電話相談回線

数 

１回線 

（R５） 
１回線 １回線 １回線 １回線 １回線 １回線 

小児科標榜診療所の 

小児科医師数 

（小児10万対） 

48.2人 

（R２） 

48.2人 

以上 
― 

48.2人 

以上 
― 

48.2人 

以上 
― 

小児科標榜病院の小児

科医師数（小児10万

対） 

68.2人 

（R２） 

68.2人 

以上 
― 

68.2人 

以上 
― 

68.2人 

以上 
― 

ＮＩＣＵ・ＧＣＵ ※１ 

長期入院児数 

（人口10万対） 

0.3人 

（R３） 

0.3人 

以下 

0.3人 

以下 

0.3人 

以下 

0.3人 

以下 

0.3人 

以下 

0.3人 

以下 

災害時小児周産期リエ

ゾン※２委嘱者数 

28人 

（R５） 
33人 38人 38人 38人 38人 38人 

小児（15歳未満） 

死亡率(小児人口千対) 

0.2 

(全国0.2) 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

乳幼児（５歳未満） 

死亡率(乳幼児人口千

対) 

0.5 

(全国0.4) 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

乳児（１歳未満） 

死亡率（出生千対) 

2.0 

(全国1.8) 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

全国の過

去３年の

平均以下 

※１ ＧＣＵ：新生児回復期治療室 

※２ リエゾン：「連絡」「連携」の意であり、災害時小児周産期リエゾンは、災害対策本部において災害医療統括

コーディネーターと県内の小児周産期ネットワーク体制を「連携」する役割を果たす 

※３ 死亡率については、年度ごとのばらつきが大きいため、前３年間の平均値で評価 

［小児救急電話相談回線数：県医療政策課調べ］ 

［小児科標榜診療所勤務医数：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（調査周期：２年）］ 

［小児科標榜病院勤務医数：厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師統計」（調査周期：２年）］ 

［ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期入院児数：厚生労働省「周産期医療体制に係る調査」］ 

［災害時小児周産期リエゾン委嘱者数：県医療政策課調べ］ 

［乳児・乳幼児・小児死亡率：厚生労働省「人口動態統計」］ 
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目指すべき方向を実現するための施策 

・ 県は、「山形県医師確保計画」を柱とした体系的な施策を展開するとともに、山形大学

医学部と緊密に連携を図りながら、修学資金貸付を行うなど小児科医の確保に努めます。 

・ 県は、市町村や郡市地区医師会が行う休日・夜間診療所や在宅当番医制を担う小児科

医以外の医師等に対する研修会や、休日・夜間における病院と小児科医が連携した小児

救急医療体制の構築等について引き続き支援を行います。 

・ 県は、小児救急電話相談体制の確保を図ることにより、子どもの保護者等の不安の解

消や適正受診を促進します。 

・ 県及び市町村は、関係機関と連携し、子どもの急病時の対処方法等に関するガイドブ

ックの配布や講習会の実施など、小児救急医療及び乳幼児の不慮の事故防止に関する知

識の普及・啓発を図ります。 

・ 県、市町村及び関係機関は、ＮＩＣＵ等に入院している医療的ケア児が在宅療養・療

育に移行するために必要となる支援を行います。 

  また、県（保健所）は、在宅療養支援を行う市町村（保健師等）に対し保健指導等の

技術支援を行います。 

・ 県は、ＮＩＣＵ等長期入院児が在宅療養に移行した場合の定期的医学管理及び保護者

の労力の一時支援を行うため、保護者の要請に応じて、一時的に受け入れを行う医療機

関の運営を支援します。 

・ 県は、小児・周産期医療に特化した災害対策の調整役として、「災害時小児周産期リエ

ゾン」を養成し、認定するとともに、県災害対策本部等に配置し、災害医療統括コーデ

ィネーターのサポート等を行います。 

・ 県及び関係機関は、認定した災害時小児周産期リエゾンを平時からの訓練参加や災害

時等の活動を通じて、地域のネットワークを災害時や新興感染症の発生・まん延時に有

効に活用する仕組みを構築します。  
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【一般小児医療】 【小児地域医療センター】 【小児中核病院】

機
能

一般小児医療 初期小児救急 小児地域支援病
院

小児専門医療 入院を要する小
児救急

高度な小児専門医
療

小児の救命救急
医療

目
標

●地域に必要な一

般小児医療の実

施

●療養・療育が必要

な小児に対する支

援

●初期小児救急の

実施

●小児過疎地域

における軽症

の診療、入院

への対応

●一般の小児医

療機関では対応

が困難な患者に

対する医 療の

実施

●小児専門医療

の実施

●24時間体制に

よる入院を要す

る小児救急医

療の実施

●小児地域医療セ

ンターでは対応が

困難な患者に対す

る高度な専門入院

医療の実施

●医療従事者への

教育・研究の実施

●24時間体制に
よる小児の救命
救急医療の実施

求
め
ら
れ
る
事
項
の
目
安

●一般的な小児医

療に必要とされる

診断・検査・治療

の実施

●軽症の入院診療

●療養・療育が必要

な小児への支援

●医療、介護及び福

祉 サービスの調整

●在宅医療、家族

への身体的及び精

神的サポートの実施

●慢性疾患の急変

時に備えた、対応

可能な医療機関と

の連携

●小児初期救急セ

ンター等における

初期小児救急医

療の実施

●緊急手術や入院

等を要する場合

に備えた、対応

可能な医療機関

との連携

●開業医等による、

病 院の開放施設

等における夜間

休日の初期小児

救急医療への参

画

●入院病床の設

置

●小児地域医療

センター等との

連携

●高度の診断・検

査・治療や勤務医

の専門性に応じた

専門医療の実施

●常時監視・治療の

必要な患者等に対

する入院診療の実

施

●地域の小児医療

機関との連携体制

形成

●高次機能病院、

療養・療育支援施

設との連携

●家族への精神的

サポートの実施

●人員体制も含
めた24時間365

日体制による入
院を要する小児
救急医療の実施

●地域医療機関

との連携による、

入院を要する小

児救急医療の

実施

●高次機能病院、

療養・療育支援

施設との連携

●家族への精神

的サポートの実

施

●広範の小児地

域医療センター

等との連携によ

る高度専門的な

診断・検査・治

療の実施

●療養・療育支援

施設との連携

●家族に対する

精神的サポート

の実施

●小児地域医療

センターからの

紹介や救急搬送

による患者を中

心とした、重篤な

小児患者に対す

る24時間365日

体制による救急

医療の実施

●ＰＩＣＵを運営す

ることが望ましい

●療養・療育支援

施設との連携

●家族への精神

的サポートの実

施

課
題

○小児医療（小児救急を含む）体制の充実強化

○医療機関の適正受診の促進

○療養・療育支援が可能な体制の構築

○災害時における小児医療体制の確立

評価
目標

乳児死亡率、幼児死亡率、小児死亡率

小児救急を含む小児医療の体制

 

療養・療育を要する
小児の退院支援

緊
急
手
術
等
を

要
す
る
場
合
の
連
携

小児救急を含む小児医療の体制

時間の流れ

医
療
機
能
（
重
症
度
）

○ 地域小児医療センターでは対応が困難
な高度な専門入院医療の実施

○ 24時間体制での小児の救命救急医療

小児中核病院

高度な小児専門医療を行う病院

重
篤
な
小
児
患
者
の
紹
介

○ 初期小児救急の実施

初期小児救急医療を行う病院

初期小児救急

○ 地域に必要な一般小児医療の実施
○ 生活の場（施設を含む）での療養・療育が必要な小児に対する支援

一般小児医療
一般小児医療を行う病院・
診療所

参画

【入院小児救急】

○ 24時間体制による入院を
要する小児救急医療の実施

入院を要する小児救急医療を
行う病院

【小児専門医療】

○ 一般小児医療を行う機関では
対応が困難な小児専門医療の実施 小児専門医療を行う病院

小児地域医療センター

【行政機関】
○ 小児救急電話相談事業

（＃8000）
【消防機関】
○ 適切な医療機関への搬送

相談支援

療養・療育を要する
小児の退院支援

発
症

常時の監視等
を要する患者

高度専門的な医療
等を要する患者

【小児地域支援病院】

○ 小児過疎地域における軽症の診療、入院
に対応

小児医療過疎地域の一般小児
医療を担う病院
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小児救急電話
相談回線数

現状値 目標値

1回線
（R5）

1回線
（R11）

個別施策 数値目標 成果目標

山形大学医学部と緊密に連携
を図りながら、修学資金貸付
を行うなど小児科医の確保

休日・夜間における病院と小
児科医が連携した小児救急医
療体制の構築を支援

小児救急電話相談体制の確保
を図り、子どもの保護者等の
負担の解消や適正受診を促進

NICU等に入院している医療的
ケア児の在宅療養・療育に移
行するための支援を実施

在宅療養に移行したNICU等長
期入院時の保護者の負担軽減
に向け病院が行う一時受入れ
の運営を支援

災害時小児周産期リエゾンを
養成し、災害時の体制を維持

小児科標榜診療所の小児
科医師数(小児10万対）

現状値 目標値

48.2人
（R2）

48.2人
以上

（R10）

小児科標榜病院の小児科
医師数（小児10万対）

現状値 目標値

68.2人
（R2）

68.2人
以上

（R10）

乳幼児（５歳未満）死亡
率（乳幼児人口千対）

現状値 目標値

0.5
(R2-R4平均)

※全国0.4
(R2-R4平均)

全国の過去
３年の平均
以下

ＮＩＣＵ・ＧＣＵ長期入
院児数（人口10万対）

現状値 目標値

0.3人
（R3）

0.3人以下
（R11）

災害時小児周産期リエゾ
ン委嘱者数

現状値 目標値

28人
(R5)

38人
(R11)

乳児（１歳未満）死亡率
（出生千対）

現状値 目標値

2.0
(R2-R4平均)

※全国1.8
(R2-R4平均)

全国の過去
３年の平均
以下

小児（15歳未満）死亡率
（小児人口千対）

現状値 目標値

0.2
(R2-R4平均)

※全国0.2
(R2-R4平均)

全国の過去
３年の平均
以下
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小児医療の体制を構築する病院（令和６年３月時点）  

  

一般小児医療 小児地域医療センター 小児中核病院 

一般小児医療 初期小児救急 小児専門医療 
入院小児 

救急 

高度小児 

専門医療 

小児救命救急

医療 

二
次
保
健
医
療
圏 

村
山 

篠田総合病院 
北村山公立病

院 

国立大学法人

山形大学医学

部附属病院 

国立大学法人

山形大学医学

部附属病院 

国立大学法人

山形大学医学

部附属病院 

国立大学法人

山形大学医学

部附属病院 

北村山公立病

院 
 

山形県立中央

病院 

山形県立中央

病院 
    

みゆき会病院  
山形市立病院

済生館 

山形市立病院

済生館 
    

山形県立河北

病院 
 山形済生病院    

天童市民病院   天童市民病院       

西川町立病院 
  

  

山形県立こど

も医療療育セ

ンター 

  

  

  

  

  

  

最
上 

山形県立新庄

病院 

山形県立新庄

病院 

山形県立 

新庄病院 

山形県立 

新庄病院 
    

置
賜 

公立置賜総合

病院 

公立置賜総合

病院 

公立置賜総合

病院 

公立置賜総合

病院 
    

米沢市立病院 米沢市立病院 米沢市立病院 米沢市立病院     

国立病院機構

米沢病院 
 舟山病院       

吉川記念病院          

舟山病院           

公立高畠病院           

小国町立病院      

庄
内 

日本海 

総合病院 

日本海 

総合病院 

日本海 

総合病院 

日本海 

総合病院 
    

鶴岡市立 

荘内病院 

鶴岡市立 

荘内病院 

鶴岡市立 

荘内病院 

鶴岡市立 

荘内病院 
    

鶴岡協立病院          

遊佐病院           

三井病院           

 

  


